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い
わ
ゆ
る
「
吉
田
調
書
」
を
政
府
が
公
開
し
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
並
び
に
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
で
現
場
対
応
を
担
っ
た
吉
田

昌
郎
氏
が
、
政
府
の
事
故
調
査
・
検
証
委
員
会
に
事
故
当
時
の
様
子
等
を
答
え
た
「
聴
取
結
果
書
」
（
以
下
、
「
吉
田
調
書
」

と
す
る
。
）
に
関
し
、
政
府
は
、
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
七
七
号
、
一
九
七
号
、
二
三
二
号
）
に
お
い
て
、

「
吉
田
調
書
」
を
公
開
す
べ
き
と
し
た
当
方
の
質
問
に
対
し
、
「
国
会
事
故
調
査
委
員
会
か
ら
政
府
事
故
調
査
委
員
会
に
対

し
、
吉
田
昌
郎
氏
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
の
提
出
に
つ
い
て
依
頼
が
な
さ
れ
た
際
、
同
氏
か
ら
、
記
憶
の
混
同
等
に
よ
る
事

実
誤
認
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
内
容
の
全
て
が
あ
た
か
も
事
実
で
あ
っ
た
と
の
誤
解
を
招
く
こ
と
等
が
危
惧
さ

れ
、
第
三
者
に
向
け
て
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
望
ま
な
い
旨
の
意
思
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
当
該
ヒ
ア
リ
ン
グ

結
果
は
公
開
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
、
同
調
書
の
公
表
を
拒
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
本
年
九
月
十

一
日
、
政
府
は
公
表
に
踏
み
切
っ
て
い
る
。

右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

政
府
と
し
て
、
「
吉
田
調
書
」
の
公
開
を
正
式
に
決
定
し
た
日
に
ち
並
び
に
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
と
し
て
、
国
民
の
代
表
で
あ
る
国
会
議
員
の
質
問
主
意
書
に
対
し
て
は
、
閣
議
決
定
で
「
吉
田
調
書
」
の
公
開
を
拒

一



む
一
方
で
、
そ
の
三
か
月
後
に
一
転
し
て
公
開
に
踏
み
切
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

三

質
問
主
意
書
に
お
い
て
「
吉
田
調
書
」
の
公
開
を
主
張
し
た
国
会
議
員
に
対
し
、
政
府
と
し
て
同
調
書
を
公
開
す
る
に

至
っ
た
経
緯
等
に
関
し
、
本
来
な
ら
事
前
に
明
確
な
説
明
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
を
し
な
い
の
は
、
国
会
議

員
、
ひ
い
て
は
国
民
を
軽
ん
ず
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

四

本
年
五
月
、
最
初
に
朝
日
新
聞
が
「
吉
田
調
書
」
に
つ
い
て
報
じ
た
時
点
で
、
政
府
と
し
て
同
調
書
を
公
開
し
、
東
日
本

大
震
災
発
生
当
時
の
様
子
等
に
つ
い
て
正
確
な
情
報
を
国
民
に
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
政
府
の
見
解
如

何
。

右
質
問
す
る
。

二


